
＜2022年5月9日から変更＞ 改定内容 （赤字が改定箇所）  詳しくは説明動画を用意します 

 
注意 警戒 

厳重警戒 

まん延防止等重点措置 

危険領域 

緊急事態措置 

集合して実施

する（リアル）

定例会開催ル

ール 

〇 実施できます。 

※定例会内ミニ学習も可 

〇 実施できます。 

※定例会内ミニ学習も可 

〇 実施できます。 

※同左 

× できません。 

 

オンライン

で実施する

定例会 

〇 実施できます。 

※定例会内ミニ学習も可 

※一箇所に複数名で参加できます 

〇 実施できます。 

※定例会内ミニ学習も可 

※一箇所に複数名で参加できます 

〇 実施できます。 

※同左 
〇 実施できます。 

※同ミニ学習も可 

※各自の自宅から参加 

コロナ禍ルー

ルで内容を

限定し、 

集合して実施

する（リアル）

自主企画 

〇《以下のことは実施できます》 

〇座って参加する学習会、交流会。 

〇手作業がある企画。 

〇窓がある部屋に限ってストレッチ程度の動作

等は可（他は不可）。 

※「コロナ禍限定の自主企画ルール」を守る。 

※学習会講師は職員、コープサポーター、外部講

師 （ただし生産者・メーカー以外の方） に依頼

することができます。 

※定員ルールを守る（注１参照→）。 

〇《以下のことは実施できます》 

〇座って参加する学習会、交流会。 

〇手作業がある企画。 

〇窓がある部屋に限ってストレッチ程度の動作

等は可（他は不可）。 

※「コロナ禍限定の自主企画ルール」を守る。 

※学習会講師は職員、コープサポーター、外部講

師 （ただし生産者・メーカー以外の方） に依頼

することができます。 

※定員ルールを守る（注１参照→）。 

× できません。 × できません。 

×《実施できないこと》 

・メーカーに依頼する商品学習はできません。 

・食事、飲料は備考欄を参照してください。 

・窓がない部屋での運動すべて。 

・窓があっても息があがる程度の運動すべて。 

×《実施できないこと》 

・メーカーに依頼する商品学習はできません。 

・食事、飲料は備考欄を参照してください。 

・窓がない部屋での運動すべて。 

・窓があっても息があがる程度の運動すべて。 

① コープあいち「組合員活動ガイドライン」    

注１：定員ルール 

■屋内は、定員の半分以内。 

■屋外は以下のとおり。 

 スタッフ５名未満の場合   参加者20名以内 

 同６名から10名の場合   参加者30名以内 

 同11名以上        参加者50名以内    



コロナ禍ルールで

内容を限定し、 

オンラインで

行う自主企画 

〇 ※集合して実施する限定自主企画と

同条件 

※運営は組合員で行います。 

〇 ※集合して実施する限定自主企画と

同条件 

※運営は組合員で行います。 

× できません。 × できません。 

「まなびガイ

ドブック」 

(リアル開

催） 

 

× できません。 

 
 

× できません。 × できません。 × できません。 

オンライン

で行う生産

者・メーカー

学習会 

〇 対応可能な取引先に限って実施できま

す（依頼前に確認が必要です）。 

※参加者は 10名以上が条件です。 

※試飲・試食品の提供はありません。 

※運営は職員・コープサポーターのサポートなし

で、自分たちで行っていただきます。 

〇 対応可能な取引先に限って実施できま

す（依頼前に確認が必要です）。 

※参加者は 10名以上が条件です。 

※試飲・試食品の提供はありません。 

※運営は職員・コープサポーターのサポートなし

で、自分たちで行っていただきます。 

× できません × できません 

子育てひろば 

ふれあいひろ

ば 

〇 実施できます。 

※コロナ禍の開催ルールを守る。 

〇 実施できます。 

※コロナ禍の開催ルールを守る。 

× できません。 × できません。 

コープひろば 

リアル開催、

オンライン開

催とも 

〇 実施できます。(リアル、オンラインとも) 

※コロナ禍の開催ルールを守る。 

※託児は実施せず（子どもを連れて参加） 

〇 実施できます。(リアル、オンラインとも) 

※コロナ禍の開催ルールを守る。 

※託児は実施せず（子どもを連れて参加） 

△オンラインのみ可 × できません。 

備考 
×すべての活動で飲食・試食の提供、調理はできません（各自が持ってきた水分補給は可能です。） 

×すべての活動で託児は実施できません（定例会についても引き続き託児はできません）。        必要 「健康状態申告書」は必ず記録し、1カ月間は保管してください。 
 注意 警戒 厳重警戒/まん延防止 危険/緊急事態 

■「まなびガイドブック」のうち、生産者・メーカー講師開催での講師依頼は注意領域も解除された段階で再開を予定します。 

 コロナ禍では注意領域であっても生産者・メーカーには感染対策や感染リスクの負担をかけてしまいます。それを考慮しました。 

 

※オンライン（ZOOM等）の使い

方講習を実施できます。 

 

 

※オンライン（ZOOM等）の使い方講習を実施できます。 


